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１ 趣旨 

 本市では 28 年１月から、要支援１・２の認定を受けた人に対する訪問介護・通所介護が、

全国一律の予防給付から市町村が取り組む地域支援事業に移行します。 

 移行当初は、既存の介護事業所による現行と同等のサービスを提供します。本格実施は

29 年４月からの予定です。既存のサービスに加えて、ＮＰＯ、ボランティアなどの多様な

主体によるサービスを提供していきます。 

（以上、「広報よこはま平成27（2015）年４月号 よこはまシニア通信」から抜粋。） 

地域支援事業の中の当該事業を介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」）と

いいます。 

（図は、厚生労働省27年３月２日「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」資料から抜粋。以下同じ。） 

  

２ 目的 

 総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、

多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等

に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的としています。 

 住民主体の多様なサービスの充実を図り、要支援者等の選択できるサービスを充実し、在

宅生活の安心確保を図るとともに、住民主体のサービス利用の拡充による低廉な単価のサー

ビスの充実・利用普及、高齢者の社会参加の促進や要支援状態となることを予防する事業の

充実による要介護・要支援認定に至らない高齢者の増加、効果的な介護予防ケアマネジメン

トと自立支援に向けたサービス展開による要支援状態からの自立の促進や重度化予防の推

進等により、結果として費用の効率化が図られることを目指すものです。 

  介護予防・日常生活支援総合事業  
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３ 横浜市としての考え方 

 団塊の世代が後期高齢者となる2025年（平成37年）を目途に、高齢者・要介護者の増加に

対応し、高齢者が住み慣れた地域で人生の最後まで自分らしい暮らしを続けていくことがで

きるよう、地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムを構築することが求められていま

す。 

本市においても平成25年１月には高齢化率が21％を超え、超高齢社会となりました。2025

年（平成37年）には、65歳以上の高齢者が97万人、高齢化率は26.1％に達すると見込まれて

います。 

このため、本市としても「地域包括ケアシステム」の構築は急務であり、国内最大の基礎

自治体として、超高齢社会に対応した地域社会を創り上げていく必要があります。 

そこで、 

○ 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身

の力を活かした自立に向けた支援を行う 

○ 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができ

る、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う 

ことを基本的な考え方とし、総合事業を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

● 要介護状態の予防と自立に向けた支援 

● 多様で柔軟な生活支援のある地域づくり 

横浜市の総合事業実施の基本的考え方 
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４ 総合事業の全体像 

 総合事業は、旧介護予防訪問介護等から移行し、要支援者等に対して必要な支援を行う介

護保険法第115条の45第１項第１号に規定する事業（以下「サービス事業」という。）と、

第１号被保険者に対して体操教室等の介護予防を行う同項第２号に規定する事業（以下「一

般介護予防事業」という。）からなります。 

 
 

                                    

 

介護保険法（抜粋） 

（地域支援事業） 

第115条の45 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当

該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を

含む。（省略）)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及

び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省

令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援

総合事業」という。)を行うものとする。 

一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」

という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。) 

イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅におい

て、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の

支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。) 

ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚

 

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を
踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 
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生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又

は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。) 

ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防

サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果が

あると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生

労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。) 

ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予

防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従っ

て、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第

一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効

率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。) 

二 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減

若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス

事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。) 

   （第２項から第５項まで省略） 

５ サービス事業 

(1) 基本的な考え方 

サービス事業は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、旧介護予

防訪問介護等に相当する専門的なサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様な

サービスを総合事業の対象として支援します。 

 (2) サービス事業の構成 

   サービス事業は、訪問型サービス（第１号訪問事業）、通所型サービス（第１号通所

事業）、その他生活支援サービス（第１号生活支援事業）及び介護予防ケアマネジメン

ト（第１号介護予防支援事業）から構成されます。 

(3) 対象者 

   対象者は、要支援者に相当する者ですが、サービス事業においては、サービス利用に

至る流れとして、要支援認定を受け、介護予防ケアマネジメントを受ける流れのほかに、

基本チェックリストを用いた簡易な形でまず対象者を判断し、介護予防ケアマネジメン

トを通じて必要なサービスにつなげる流れも設けます。前者は要支援者、後者はサービ

ス事業の対象者（以下「事業対象者」という。）として、サービス事業の対象とします。 

   この際、明らかに要介護認定が必要な場合や予防給付によるサービス（介護予防訪問

看護、介護予防福祉用具貸与等）を希望している場合等は、要介護認定等の申請の手続

につなぎますが、サービス事業のサービスのみを利用する場合には、要支援認定を受け

ず、基本チェックリストを用いた簡易な形で、事業対象者とすることが可能となります。 

基本チェックリストの活用に当たっては、市町村又は地域包括支援センターにおい

て、サービスの利用相談に来た第１号被保険者に対して、原則、対面で基本チェック

リストを用い、相談を受け、基本チェックリストにより事業対象者に該当した者に対

して、更に介護予防ケアマネジメントを行います。 
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サービスの利用の流れ 

  
 

基本チェックリストの様式（27年３月31日厚生労働省告示第197号から抜粋） 
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６ 平成28年１月から横浜市におけるサービス事業の内容・実施方法等（予定） 

 (1) 対象者 

   本市では、28年１月以降に新規・更新により要支援認定を受けた方（認定有効期間の

開始年月日が28年１月以降の方）及び基本チェックリスト実施による事業対象者から総

合事業に移行します（要支援者の認定の有効期間は現在、最長１年ですので、28年１月

から１年かけて移行します）。 

なお、本市では、基本チェックリストについて、移行当初は、一部の地域包括支援

センターの区域の住民を対象に試行実施予定です。 

 (2) サービス内容 

   28年１月の移行当初は、次のサービス内容で実施します。 

訪問型サービス 

・ 現行の介護予防訪問介護に相当するもの（訪問介護員等によるサービス） 

・ 保健・医療の専門職により提供される支援で、３～６か月の短期間で行われる

もの（訪問型サービスＣ）→  

 

通所型サービス 

・ 現行の介護予防通所介護に相当するもの（通所介護事業者の従事者によるサー

ビス） 

介護予防ケアマネジメント 

 次の項７で説明します。 

 (3) 現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当するサービスの実施方法など 

ア 実施方法 

  指定事業者制度及び国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）の

審査支払の枠組み（市町村長があらかじめ指定した事業者からサービス提供を受け

た場合にその提供に要した費用について、市町村が要支援者等に対して第１号事業

支給費を支給することとし、それを指定事業者が代理受領する枠組み）により実施

します。 

イ 事業者指定 

27年３月31日までに介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定を受けていた

事業者については、27年４月１日に総合事業による指定事業者の指定をみなされて

います。みなし指定の有効期間は、27年４月から30年３月末までの３年間です。 

みなし指定は、全市町村に効力が及びます。みなし指定を受けた事業者について、

30年４月以降も事業を継続する場合には、市町村から総合事業の指定の更新を受け

る必要がありますが、この場合は、各市町村域の範囲内で効力が及ぶことになりま

すので、事業所が所在している市町村以外の市町村の被保険者が利用している事業

所については、それぞれの市町村の指定更新が必要となります。 

27年４月以降に、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定を受けた事業者

は、このみなし指定の対象外ですが、新たな指定手続について、別途連絡します。 

現在区役所職員が行っている訪問をこの類型に

移行することを想定しています。 
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ウ 単価・基準 

    みなし指定事業者が行うサービスについては、基本的には現行相当の国が定める運

営・人員等基準をもとに、国が上限として定める単価を用いることになります。 

    この「国が上限として定める単価」として、算定単位が１月あたりの包括単位だけ

ではなく、１回あたりの単位が追加され、訪問介護に限っては短時間サービスの単位

も追加されています。 

本市において、包括単位ではなく、１回あたりの単位の単価設定を行うことも検

討中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 利用者負担 

  介護給付の利用者負担割合等を勘案し、市町村が定めることとされています。 

オ 給付管理 

  要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の区分支給限度額の範囲内で、

予防給付と総合事業を一体的に給付管理する一方、事業対象者については、市町村

が給付管理の上限額を定めた上で、原則として指定事業者のサービスを利用する場

合にのみ給付管理を行います。 

  上限額の設定及び給付管理に関しては、市町村が事業の実施要綱等において定め

るべきものとされています。 

カ 事業費の請求 

国保連合会に請求する流れは変わりませんが、サービスコードが追加になります。 

上記(1)のとおり、28年１月以降、既に要支援認定を受けている方の訪問介護・通

所介護については、認定更新までは予防給付、認定更新後から総合事業となります。

総合事業に移行した方から総合事業のサービスコードで請求してください。 

（参 考） 国が上限として定める１回あたりの単価 

訪問型サービス費（みなし） 

 ・266単位 

  事業対象者・要支援１・２、１月の中で全部で４回までのサービスを行った場合 

 ・270単位 

   事業対象者・要支援１・２、１月の中で全部で５回から８回までのサービスを行った場合 

 ・285単位 

   事業対象者・要支援２、１月の中で全部で９回から12回までのサービスを行った場合 

 ・165単位 

   事業対象者・要支援１・２ 20分未満の訪問型サービス、１月につき22回まで算定可能 

 通所型サービス費（みなし） 

 ・378単位 

   事業対象者・要支援１、１月の中で全部で４回までのサービスを行った場合 

 ・389単位 

   事業対象者・要支援２、１月の中で全部で５回から８回までのサービスを行った場合 
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なお、単価、加算の算定、サービスコードなどについて、27年10月頃までには改

めてお知らせする予定ですので、今後の「介護情報サービスかながわ」のメール配

信システムなどによる本市からの情報に注意してください。 

７ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

(1) 事業内容  

利用者に対して、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれて

いるその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提

供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うものです。 

(2) 対象者 

ア 事業対象者（何らかの支援を必要として窓口に来た者のうち、基本チェックリス

トの記入により「事業対象者に該当する基準」のいずれかに該当した者） 

イ 要支援１及び２の者で、事業のみを利用する者（予防給付を利用しない者） 

(3) 実施主体 

   利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターにおいて実施します。地域包括

支援センターが業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託することもできる、とされ

ています。 ※ 委託についての考え方は整理中です。 

(4) 開始時期 

   28年１月から 

(2)アの対象者は、基本チェックリスト実施地域包括支援センターが行います。 

(2)イの対象者は、従来の介護予防サービス計画ではなく「介護予防ケアマネジメン

ト」を行います。全ての地域包括支援センターが行います。 

(5) 事業の位置づけ 

  介護保険法第115条の46により、地域包括支援センターで実施する事業として位置づ

けます。なお、ケアマネジメントに係る事業費については、市町村から直接支払うもの

とされていますが、本市は神奈川県国保連合会にその業務を委託して実施します。 

(6) ケアマネジメントの類型及び単価 

ア 類型 

国からは３パターンのケアマネジメントの類型が示されています。 

    ・ケアマネジメントＡ～原則的な介護予防ケアマネジメント 

    ・ケアマネジメントＢ～簡略化した介護予防ケアマネジメント 

    ・ケアマネジメントＣ～初回のみの介護予防ケアマネジメント 

イ 単価 

予防給付の報酬単価以下の単価を市町村が定めることとされています。 

  ※ ケアマネジメントのプロセスによる類型及び単価については、整理中です。 

(7) 考え方 

ア 介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態にな

ることをできる限り防ぐ」「要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上悪化し

ないように」するために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよ
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う支援するものです。 

イ 地域において、高齢者が健康を維持し、住み慣れた地域で暮らし、その生活の質

を維持・向上させるためには、高齢者一人ひとりが自分の健康増進や介護予防につ

いての意識を持ち、自ら必要な情報にアクセスするとともに、介護予防、健康の維

持・増進に向けた取組を行うことが重要です。 

ウ 新しい総合事業においては、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動

を継続することにより、結果としては介護予防につながるという視点からも、利用

者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるの

ではなく、利用者の自立支援に資するよう、地域の中で生きがいや役割を持って生

活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバラン

スよくアプローチしていくことが重要です。 

エ 適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用

者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し、

目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的にサービス事業等の利用について検討

し、ケアプランを作成します。 

８ 訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）についての国の考え方 

 総合事業についての、国の考え方としては、厚生労働省から「介護予防・日常生活支援総

合事業ガイドライン（案）」が提示されています。 

その中では、「サービスの類型（多様化するサービスの典型例）」の１つとして、「主に

雇用されている労働者により提供される緩和した基準によるサービス（訪問型サービスＡ）」

が示されています。サービスの提供に係り、市町村ごとに新たな基準や単価を定めることに

より、多様な生活支援ニーズに対応する、多様なサービス提供を実現していくことが目的と

されています。 

 より具体的には、26 年度に実施された厚生労働省主催のセミナー等において、三菱ＵＦ

Ｊリサーチ＆コンサルティング株式会社から、訪問型サービスＡのポイントとして、以下の

点が挙げられています。 

 

（厚生労働省 27年１月16日「第109回市町村職員を対象とするセミナー」資料から抜粋） 

 

■ 現行の介護予防訪問介護は、みなしサービスへ 

現行の介護予防訪問介護は、経過期間において、その大半が、スライドする形

で「みなしサービス」に移行し、従来どおりのサービスを提供することが想定

される。 

■ 訪問型Ａの整備により、新しい担い手を確保できる可能性 

「訪問型Ａ」のポイントは、ホームヘルパーに加えて、新たに高齢者等が担い

手となる点である。提供するサービスについては、典型的には、身体介護を含

まず、生活援助だけを担うことが想定され、その中では、高齢者等の新たな担

い手が活躍することが可能となり、地域の中でより多くの人材を確保すること

ができると考えられる。 
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■ 利用者・事業者・市町村のメリット 

【利用者】 

高齢者等の新たな担い手による提供に見合った単価の設定により、利用者は

サービス内容に見合った費用負担となる。  

【事業者】 

ホームヘルパーが身体介護に重点化することで、より単価の高いサービス提

供が可能となる。また、指定基準が緩和された訪問型Ａにより、ニーズの増

加が見込まれる生活支援の提供を拡大できる。  

【市町村】 

   利用者の状況に応じた多様なサービスを提供できることで、費用の効率化が

図られる。 

 

 以上から、国における「訪問型サービスＡ」の考え方としては、現在は有資格の訪問介護

員が担っている訪問型サービスのうち、生活援助については、資格を持たない高齢者等が担

うことができるように人員基準を緩和したうえで、有資格の訪問介護員については身体介護

に重点化していくことで、今後増加が予想される身体介護・生活援助のニーズに対応してい

くことを目的としていると考えられます。 

 なお、「通所型サービスＡ」についても、訪問型サービスＡと同様に人員基準を緩和し、

資格を持たない従業者が特定のサービスを提供することなどが想定されていると考えられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図は、厚生労働省 27 年１月 16 日「第 109 回市町村職員を対象とするセミナー」資料から抜粋） 

訪問型Ａの導入による担い手の拡大イメージ

現行 総合事業移行後

高齢者等
新たな担い手

介
護
給
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防
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付

現
行
の
担
い
手

移
行
後
の
担
い
手

＜介護給付＞

訪問介護

＜総合事業＞

現行相当サービス

＜総合事業＞

訪問型Ａ
（基準緩和）
※要支援相当のみ

身
体
介
護

生
活
援
助

生
活
援
助

身
体
介
護
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９ その他 

(1) 住所地特例適用被保険者に対するサービス提供 

住所地特例適用被保険者に対する総合事業によるサービス提供については、居住す

る施設が所在する市町村（以下「施設所在市町村」という。）が行うことになります。 

また、27年４月から、総合事業の基本チェックリスト及び介護予防ケアマネジメン

トとともに、予防給付による介護予防支援について、施設所在市町村の地域包括支援

センターが行うことになりました。 

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、被保険者証の住

所欄を必ず確認してください（他市町村の被保険者証であっても、住所欄が横浜市内

であれば実施の対象となります。逆に、横浜市の被保険者証であっても住所欄が他市

町村であれば、対象外となります）。 

なお、要介護・要支援認定については、これまでどおり保険者市町村が行います。 

(2) 本市が実施する調査・検討への協力のお願い 

   29年４月の本格実施を見据え、本市における総合事業の構築のために、今年度、調査・

検討を行います。 

特に、国が例示している「緩和した基準によるサービス」などについて、「介護情

報サービスかながわ」のメール配信システムを使ったアンケート調査などを予定して

いますので、ご協力をお願いします。 

   調査業務委託先 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

(3) 総合事業についての厚生労働省ホームページ（参考） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html 

（厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 

> 介護予防・日常生活支援総合事業） 
 


